
平成１５年度

ダイオキシン類対策特別措置法

施行状況

平成１６年９月

環 境 省





はじめに

本報告は、ダイオキシン類対策特別措置法（平成１１年７月１６日法律第１０５号。以

下「法」という ）の施行状況等を把握するため、都道府県及び法に基づく政令市（政令。

指定都市及び中核市を規定。以下「政令市」という ）計９５地方公共団体からの報告に。

基づき、平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの間を対象に

（Ⅰ）特定施設の届出等の状況

（Ⅱ）特定施設に係る規制事務実施状況

（Ⅲ）設置者による測定結果報告状況

（Ⅳ）土壌汚染対策の状況

（Ⅴ）都道府県・政令市における条例制定状況

（Ⅵ）その他

を取りまとめたものである。

なお、瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年１０月２日法律第１１０号。以下「瀬

戸内海法」という ）においては、関係１３府県のうち瀬戸内海の水質保全に関係のある。

区域における工場又は事業場からの公共用水域への排出水が１日当たり最大５０ｍ 以上３

である水質基準対象施設の設置等に際し、事業者は法に基づく施設の設置・変更等の届出

に代えて、瀬戸内海法に基づく府県知事等の許可（設置・構造変更）を受け、又は届出

（氏名等変更・使用廃止）を行うこととされている。本報告においては、水質基準対象施

設に係る届出状況について、この瀬戸内海法に基づく許可及び届出の状況を合わせて取り

まとめた。

平成１６年 ９月

環境省環境管理局総務課ダイオキシン対策室

環境省環境管理局水環境部水環境管理課

環境省環境管理局水環境部土壌環境課
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Ⅰ．特定施設の届出等の状況

１．１ 特定施設の届出等施設数（表Ⅰ－１～２）

表Ⅰ－１に法に基づく届出がなされた大気基準適用施設の数、表Ⅰ－２に法に基づく届

出及び瀬戸内海法に基づく許可（みなし許可を含む。以下、同じ ）等がなされた水質基。

準対象施設の数をまとめた。

平成１６年３月３１日において、大気基準適用施設数は１３，０４９、水質基準対象施

設数は法に基づく届出と瀬戸内海法に基づく許可とを合わせて３，７１３である。事業場

数は、大気関係が９，６８９、水質関係が１，９４１である。

また、法第３５条に基づき鉱山保安法等他法で取り扱われる施設（以下「鉱山保安法等

関係法令施設」という ） を加えると、大気基準適用施設数１３，０７８、水質基準。 注１）

対象施設数３，７２６であり、事業場数は、大気関係９，７０６、水質関係１，９４９で

ある。

法施行後の特定施設数の推移を図１に示した。平成１４年度においては、同年１２月か

ら法施行時に既に設置されていた大気基準適用施設（既設施設）に対する排出基準が強化

されたため、多くの廃棄物焼却炉等が廃止され、大気基準適用施設、水質基準適用施設共

に施設数が減少したが、平成１５年度はほぼ前年度並であった。

注１）法第３５条により、鉱山保安法、電気事業法、ガス事業法又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

に相当規定の定めがある施設・事業場については、法に基づく特定施設設置の届出等の規定は適用が除外

されており、代わって、各法令に基づく権限を有する国の行政機関の長から都道府県知事又は政令市の長

への通知等の規定がある。

図１　　特定施設数の推移
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１．２ 特定施設の届出等の状況（表Ⅰ－３～５、図２、３）

（１）大気基準適用施設

表Ⅰ－３に、全国の大気基準適用施設に係る届出等の状況をまとめた。その概要は、

次のとおり（表１ 。）

表１ 大気基準適用施設に係る特定施設の状況

平成１４年度末の施設数 １３，６２５

平成１５年度中の推移

設置届出［新設（法第１２条第１項 ］ ４９１）

使用届出［既設（法第１３条第１項 ］ ７４） 注２）

規制対象規模未満への変更届出

（法第１４条第１項） ［廃止等］ １，１４１注３）

使用廃止届出（法第１８条）

１３，０４９平成１５年度末の施設数（事業場数） （ ９，６８９）

２９鉱山保安 注４）
法等関係 平成１５年度末の施設数（事業場数） （２１）法令施設

１３，０７８注５）計 平成１５年度末の施設数（事業場数） （ ９，７０６）

注２）既設の未届施設で、平成１５年度に新たに届出がなされたもの。

注３）法第１４条第１項に基づき変更届出がなされたもののうち、規模が小さくなることにより大気排出基準の適

用を受けなくなった施設数。

注４）都道府県知事又は政令市の長が把握している鉱山保安法等関係法令施設及び事業場の数。法に基づき届出が

なされた施設を有する事業場と重複する場合には再掲。

注５）事業場数については、同一事業場内に、法に基づく届出施設と鉱山保安法等関係法令施設の両方を設置して

いる場合（４事業場）があるため、合計が一致しない。

施設種類別にみると、廃棄物焼却炉が最も多く１２，１２０施設であり、全体

の９２．７％を占めている。ついで、アルミニウム合金製造施設７９１施設、製鋼用電気

炉１１６施設となっている。

図２ 大気基準適用施設の種類別割合（平成１５年度末現在）
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また、各施設の基準適用状況を表Ⅰ－４にまとめた。法附則別表第一（平成９年１２

月２日以降に設置された施設に対する基準値）が適用になる施設が３，１１２施設、別表

第二（平成９年１２月１日以前に設置された施設に対する基準値）が適用になる設

が９，９６６施設となっている。

（２）水質基準対象施設

表Ⅰ－５に全国の水質基準対象施設に係る届出（瀬戸内海法に基づく許可等を含む。

以下、水質基準対象施設について同じ ）等の状況をまとめた。その概要は、次のと。

おり（表２ 。）

表２ 水質基準対象施設に係る届出等の状況

平成１４年度末の施設数 ３，７２２

平成１５年度中の推移
注６）設置届出・設置許可

法第１２条第１項・ １４３
新設

瀬戸内海法第５条第１項
注７）使用届出

法第１３条第１項・ ３５
既設

瀬戸内海法第７条第２項

規制対象規模未満への変更届出・
注８）変更許可

法第１４条第１項・

瀬戸内海法第８条第１項 ［廃止等］ １８７

使用廃止届出

（法第１８条・瀬戸内海法第９条）

３，７１３平成１５年度末の施設数（事業場数） (１，９４１)

１３鉱山保安 注９）
法等関係 平成１５年度末の施設数（事業場数） ( ９)法令施設

３，７２６注10）計 平成１５年度末の施設数（事業場数） (１，９４９)

注６）瀬戸内海法に基づく許可等を含む。
注７）平成１６年１月１日を施行日とする以下の水質基準対象施設の追加が行われた。なお、従来からの水質基準

対象施設の未届施設で、平成１５年度に新たに届出がなされたものを含む。
・４－クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供するろ過施設、乾燥施設及び廃ガス洗浄施設
・２，３－ジクロロ－１，４ナフトキノンの製造の用に供するろ過施設及び廃ガス洗浄施設

注８）法第１４条第１項に基づき変更届出がなされたもののうち、規模が小さくなることにより水質排出基準の適
用を受けなくなった施設、若しくは瀬戸内海法第８条第１項に基づき変更許可がなされたもののうち、規模
が小さくなることにより許可の対象外となった施設の数。

注９）都道府県知事又は政令市の長が把握している鉱山保安法等関係法令施設及び事業場の数。法に基づき届出が
なされた施設を有する事業場と重複する場合には再掲。

注10）事業場数については、同一事業場内に、法に基づく届出施設と鉱山保安法等関係法令施設の両方を設置して
いる場合（１事業場）があるため、合計が一致しない。

平成１５年度末の水質基準対象施設種類別にみると 「廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄、

施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの」が最も多

く、この中で廃ガス洗浄施設と湿式集じん施設が２，１９９施設、灰の貯留施設が８０４

施設であり、合わせて、全体の８０．６％を占めている。ついで、下水道終末処理施設

（水質基準対象施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る ）が２４７施。

設となっている。

法
及
び
瀬
戸
内
海
法
に
基
づ
く
施
設
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図３ 水質基準対象施設の種類別割合 （平成１５年度末現在）注）

注）法と瀬戸内海法の合計

１．３ 都道府県、政令市別の特定施設届出等の状況（表Ⅰ－６～１４）

表Ⅰ－６に大気基準適用施設、表Ⅰ－７に水質基準対象施設に係る届出等の状況を、施

設種類別・都道府県及び政令市別にまとめた。なお、都道府県の各集計には、都道府県下

の政令市の集計数は含まれていない（以下、同じ 。。）

鉱山保安法等関係法令施設について、表Ⅰ－８に大気基準適用施設、表Ⅰ－９に水質基

準対象施設に係る状況を、施設種類別・都道府県及び政令市別にまとめた。

大気基準適用施設に係る基準の適用状況について、表Ⅰ－１０に施設種類別（法・鉱山

保安法等関係法令施設別 ・都道府県及び政令市別にまとめた。）

法第３５条２項に基づく国の行政機関の長からの通知及び法第３６条２項に基づく都道

府県知事等又は政令市の長（以下「都道府県知事等」という ）による資料の提出の要求。

等の件数は表Ⅰ－１１に全国の状況を、表Ⅰ－１３に都道府県及び政令市の状況をまとめ

た。

に取りまとめた届出以外の届出（以下「その他の届出」という ）等の状況につ１．２ 。

いては、表Ⅰ－１２に全国の状況を、表Ⅰ－１４に都道府県及び政令市別の状況をまとめ

た。
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2.8%

③247施設
6.6%

②804施設
21.6%

①2,199施設
59.0%

①廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設等

②廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設

③下水道終末処理施設

④水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処
理施設

⑤硫酸塩パルプ又は亜硫酸パルプの製造の用に供する塩素又は塩素
化合物による漂白施設

⑥アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉等

⑦カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設

⑧廃ＰＣＢ等又はＰＣＢ処理物の分解施設等

⑨塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設

⑩亜鉛の回収の用に供する精製施設等

⑪アルミナ繊維製造の用に供する廃ガス洗浄施設

⑫ジオキサジンバイオレットの製造の用に供するニトロ化誘導体分離施
設等

⑬ｶﾌﾟﾛﾗｸﾀﾑの製造の用に供する硫酸濃縮施設等

⑭4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供するろ過施設等

⑮ｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ又はｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの製造の用に供する水洗施設等

⑯2,3-ジクロロー1,4ナフトキノンの製造の用に供するろ過施設等

⑰硫酸ｶﾘｳﾑの製造の用に供する廃ｶﾞｽ洗浄施設

水質基準対象施設
３，７２６施設
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Ⅱ．特定施設に係る規制事務実施状況

２．１ 規制事務の実施状況（表Ⅱ－１～３）

表Ⅱ－１～２に報告徴収及び立入検査とそれに伴う測定等の件数並びに命令、指導及び

罰則適用件数を、表Ⅱ－３に排出基準超過施設・事業場への措置状況を、大気関係・水質

関係別にまとめた。その概要は、次のとおり（表３ 。）

平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの間に、全国で、法第３４条第１項

に基づく立入検査を実施した件数は、大気関係９，８６８件、水質関係１，６４７件であ

った。法に基づく命令が発令された件数は、大気関係４２件、水質関係４件であった。ま

た、法に基づく命令以外で特定施設設置者に対し指導が行われた件数は、大気関

係７，５２２件（口頭指導３，７８０件、文書指導３，７４２件 、水質関係４６６件）

（口頭指導２６８件、文書指導１９８件）であった。

都道府県・政令市による測定（法第３４条第１項）及び設置者による測定（法第２８条

第１項）の結果、排出基準を超過した施設等の件数は、大気基準適用施設１５８件、水質

基準適用事業場（水質基準対象施設が設置されている特定事業場）５件であり、それらの

うち、４６件に対しては、法第２２条第１項に基づく命令措置（大気基準適用施設につい

て改善命令２７件、一時停止命令１５件、水質基準適用事業場について改善命令４件）が

執られている。罰則適用事例はなかった。

なお、法第３５条第３項に基づく都道府県知事等から国の行政機関の長への要請 は注11）

なかった。

注11）法第３５条第３項により、鉱山保安法等関係法令施設に係る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類

に起因して人の健康に被害を生ずるおそれがあると認めるときは、都道府県知事等は国の行政機関の長に対

し、法第１５条、第１６条又は法第２２条第１項又は第３項の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法、ガ

ス事業法の規定（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律にあっては法第１５条又は第１６条に相当する

同法の規定）による措置をとるべきことを要請することができる。

表３ 規制事務実施状況

大気基準適用施設 水質基準適用事業場

法第３４条１項に基づく立入検査件数 ９，８６８ １，６４７

命令件数 ４２ ４注12）

指導件数 ７，５２２ ４６６注13）

基準超過件数 １５８ ５注14）

注12）法に基づく改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１項）
注13）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条 、改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１）

項 、並びに措置命令（法第２３条第３項、瀬戸内海法第１１条）以外で、特定施設設置者に対し指導を行）
った件数

注14）都道府県・政令市による測定及び設置者による測定において排出基準超過が判明した件数。同一案件におけ
る複数回にわたる超過は１件と見なす。

２．２ 都道府県、政令市別の規制事務の実施状況（表Ⅱ－４～５）

表Ⅱ－４に大気基準適用施設、表Ⅱ－５に水質基準対象施設（水質基準適用事業場）に

対する規制事務の実施状況を、都道府県及び政令市別にまとめた。
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Ⅲ．設置者による測定結果報告状況

３．１ 設置者による測定結果の報告状況（表Ⅲ－１～４）

大気基準適用施設設置者及び水質基準適用事業場設置者は、法第２８条第１項に基づき、

毎年１回以上、排出ガス及び排出水（廃棄物焼却炉では、同条第２項により、ばいじん及

。 、び焼却灰その他の燃え殻を含む ）について、ダイオキシン類による汚染の状況を測定し

同条第３項に基づき、その結果を都道府県知事等に報告しなければならないとされている。

この設置者による測定について、表Ⅲ－１、２は大気基準適用施設、表Ⅲ－３、４は水

質基準適用事業場に係る報告の状況をまとめたものである。 その概要は、次のとおり注15）

（表４ 。）

平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの間に、大気基準適用施設のうち、

報告期限到来時に稼働していた施設における排出ガスの測定結果は、９，０７６施設（報

告対象施設数１２，７１２ 、報告期限到来前に廃止した施設における排出ガスの測定結）

果は、９５施設（対象施設１，０２４）から報告があった。

また、水質基準適用事業場のうち、報告期限到来時に稼働していた施設における排出水

の測定結果は、６３７事業場（報告対象事業場数７３６ 、報告期限到来前に廃止した施）

設における排出水の測定結果は９事業場（報告対象事業場数３４）から報告があった。

注15）平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までに報告期限が到来した施設・事業場及び報告期限到来前に

廃止された施設・事業場を対象に、同期間における報告を計上の対象としている。なお、水質基準適用事業場

から公共用水域に排出されるダイオキシン類を含む排出水について法第２８条第１項の測定が義務付けられて

おり、公共用水域に水の排出のないものは測定義務の対象外である。

注16）表４ 設置者による測定結果報告状況

大気基準適用施設 水質基準適用事業場

報告件数 ９，０７６ ６３７

（報告対象数） （１２，７１２） （ ７３６）

注16）平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの間に法第２８条第３項に基づく報告期限が到来

した施設を対象（報告期限到来前に廃止された施設を除く ）とした同期間における報告等の状況。。

３．２ 都道府県、政令市別の設置者による測定結果の報告状況等（表Ⅲ－５～８）

表Ⅲ－５、６に大気基準適用施設、表Ⅲ－７、８に水質基準適用事業場における設置者

による測定結果の報告状況を、報告期限到来施設及び報告期限到来前廃止施設別、かつ施

設種類別・都道府県及び政令市別にまとめた。

３．３ 設置者による測定結果未報告施設・事業場への措置状況（表Ⅲ－９、１０）

設置者による測定の結果報告がなされていない施設・事業場への措置状況について、表

Ⅲ－９に全国の状況を、表Ⅲ－１０に都道府県・政令市別の状況を大気関係・水質関係別

にまとめた。

測定結果報告がない施設・事業場の設置者に対しては、口頭及び文書指導等の措置が執

られた。
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３．４ 設置者による測定における排出基準超過施設・事業場への措置状況（表Ⅲ

－１１）

表Ⅲ－１１に設置者による測定における排出基準超過施設・事業場への措置状況を、大

気関係・水質関係別にまとめた。

Ⅳ．土壌汚染対策の状況

表Ⅳ－１に汚染された土壌に係る措置の状況をまとめた。

平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの間に、新たに土壌汚染対策地域に

指定された地域はなかったが、東京都が平成１３年度に指定し、土壌汚染対策計画（第１

次）を策定している１地域に対する２次計画が策定された。

平成１６年３月３１日現在では、その他に和歌山県が１地域を指定し、同地域に対する

計画が策定され、対策が進められている。

また、報告徴収、立入検査等の件数について、表Ⅳ－２に全国の状況を、表Ⅳ－３に都

道府県・政令市別の状況をまとめた。

Ⅴ．都道府県・政令市における条例制定状況

表Ⅴ－１に都道府県・政令市における条例制定状況をまとめた。

平成１６年３月３１日現在、法第８条第３項に基づく上乗せ排出基準を定める条例を定

めている地方公共団体はなかった。なお、１３地方公共団体（岩手県・埼玉県・東京都・

神奈川県・岐阜県・三重県・大阪府・兵庫県・熊本県・横浜市・川崎市・名古屋市・高知

市）で、法に定める特定施設以外の施設に対して規制を加える等、地方公共団体独自のダ

イオキシン類対策に係る条例を定めている。

Ⅵ．その他

６．１ 水質基準対象施設に係る法・瀬戸内海法別の届出等の状況（表Ⅵ－１～２）

の水質基準対象施設に係る届出等の状況について、法及び瀬戸内海法別の１．２（２）

届出等の状況を表Ⅵ－１及び表Ⅵ－２に取りまとめた。

６．２ 未届出の廃止施設の状況（表Ⅵ－３～６）

の取りまとめには含まれていないが実態として廃止状態にあることを都道府県・１．２

政令市が認知している施設の有無と内容及びそれを反映した場合の平成１６年３月３１日

現在の状況について、表Ⅵ－３に全国の大気基準適用施設に係る状況を、表Ⅵ－４に全国

の水質基準対象施設に係る状況をまとめた。

また、表Ⅵ－５（大気基準適用施設）及び表Ⅵ－６（水質基準対象施設）には、施設種
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類別・都道府県及び政令市別の状況をまとめた。

６．３ 排出基準超過事例の概要及び措置状況（表Ⅵ－７～９）

の表Ⅱ－３の取りまとめの対象となった排出基準超過事例の概要及び措置状況を２．１

表Ⅵ－７（大気基準適用施設）及び表Ⅵ－８（水質基準適用事業場）にまとめた。

なお、表中には表Ⅱ－３取りまとめ以降の平成１６年６月３０日までの間の措置等の状

況も含めて記載しており、表Ⅵ－９に対応状況を大気関係・水質関係別にまとめた。

６．４ 設置者による測定結果未報告施設・事業場への平成１６年６月末までの措置状況

（表Ⅵ－10～15）

表Ⅲ－１（大気基準適用施設）及び表Ⅲ－３（水質基準適用事業場）の設置者による測

定結果未報告施設・事業場に対し、平成１６年４月１日から平成１６年６月３０日までの

間に都道府県・政令市が講じた措置の状況について、表Ⅵ－10に全国の状況を、表Ⅵ－11

に都道府県・政令市別の状況を大気関係・水質関係別にまとめた。

また、同施設・事業場の平成１６年６月３０日現在の状況について、表Ⅵ－12及び表Ⅵ

－13に全国の状況を、表Ⅵ－14及び表Ⅵ－15に施設種類別・都道府県及び政令市別の状況

をまとめた。


